
2023/07/25信州型フリースクール認証制度検討会議⑤

○ここでは、フリースクールに対する支援・認証について、想定される⽅法や整理が必要な事項を⽰しています。
留意すべき点、課題となる点などについて、幅広くご意⾒をいただきたいと思います。

【検討テーマ】
認証フリースクールに対する支援／認証について（案）
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資料３
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⾏政（県等）
／認証機関等

■「信州型フリースクール認証制度」で想定される仕組み

「信州型フリースクール」
【認証要件】

＜項目の例＞
・県内所在
・在籍校との連携・協⼒
・利⽤児童⽣徒
・職員配置、保有資格
・施設設備
・開設日数
・活動実績
・情報公開 他

児童生徒

②要件確認／
③認証

①認証申請

④利⽤ ⑤学びの提供等

在籍校

連携・協⼒

現時点で想定される仕組みとしては、
①フリースクールからの認証申請、②⾏政（県等）／認証機関等による要件確認、
③⾏政（県等）／認証機関等からの「信州型フリースクール」の認証
④児童⽣徒の利⽤、⑤信州型フリースクールから児童⽣徒に対する学びの提供
⑤認証FSに対する⾏政（県等）からの支援

第２・３・４回の検討会議で検討 3第５回の検討会議で検討

【認証FSへの支援】
継続的なフォロー

＜支援の例＞
・運営経費への支援
・運営体制への支援

研修実施
情報発信
FS同士の連携促進



１ 運営経費への支援について

⽅法 フリースクールの運営経費に対する支援 ＜更に検討＞
利⽤する児童⽣徒（保護者）

への支援の仕組み

要件 認証を取得したフリースクールであること 同左を利⽤した場合

特徴
（メリット）

■不登校児童⽣徒等の多様な学びの場（学びの選択肢）の創出を後押し
■財政基盤がぜい弱なフリースクールを幅広く支援することにより運営
を安定化
■運営安定化により、フリースクールの学びの質の確保・向上が期待さ
れる

■世帯の教育費負担を軽減
■多様な学びの機会への児童・⽣徒の
参加を後押し

懸念される点

■フリースクール毎に、スタッフ数、開催頻度、利⽤児童⽣徒数は様々
であり、要する運営経費に差が大きい

■フリースクールが補助⾦体質となる可能性がある

■認証を取得しないフリースクールを
利⽤する児童⽣徒には支援が⾏き届か
ない
■県が単独で支援する場合には、対象
児童⽣徒の把握が困難（市町村との連
携・協⼒が必要）

その他
■フリースクールの規模と提供する支援内容は様々なことから、認証の
類型化（居場所重視、学び重視）と合わせた支援の類型化も想定

■教育費の二重支出、自己選択への公
費支出に対する様々な意⾒が存在

【想定される支援方法と特徴・懸念される点等】
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認証フリースクールに対しては運営経費への支援を想定しています。これに付随する利⽤児童⽣徒（保護者）を支
援する仕組みについては、制度を育てていく観点から、制度の運⽤を進める中で更に検討していきます。



フリースクールの運営経費に対する支援 ＜更に検討＞
利⽤する児童⽣徒（保護者）

への支援の仕組み

支援の前提と
して整理が必
要な事項

＜＊以下は⼀部、認証要件に含む場合もあるため、今後整理＞

■専ら不登校児童生徒等への支援を主な事業としていること
＊不登校児童⽣徒等への支援が付随事業である学習塾等は対象外とすることも
含め別途整理

■提供する支援（伴走・学習・体験等の）内容について本人・保護者に
説明し同意が得られているとともに、在籍校と共有されていること

■適正な利⽤料を徴収していること
＊公費による支援の前に、家庭の経済状況を踏まえた上で利⽤料を徴収する等、
フリースクールとして適正な経営を⾏っていることを求めるべきとの意⾒があ
る部分

＜検討に当たっての観点＞
■義務教育年齢の児童⽣徒を対象とするこ
と
＊義務教育修了年齢以上の者のフリース
クールの利⽤自体を妨げるものではない

■世帯所得を考慮すること
＊他県で所得要件（例︓⽣活保護世帯、準
⽣活保護世帯、住⺠税非課税世帯）を設け
た上で支援する例があるが、福祉施策か教
育施策かで議論が分かれる部分
→（その他）就学援助制度の対象者への配
慮について

対象経費とし
て想定される
もの

○対象として想定
△検討が必要

＜＊⾏政・⺠間助成⾦を受けている場合、運営経費から、これら助成⾦が充てられ
ている経費を除いたものを支援対象とする等、他制度とのすみ分けが必要 ＞

【人件費】
○職員人件費 ＊最⼤の所要経費、他県の例でも対象

【教育関係費】
○外部講師の謝⾦・旅費
○教材費
○体験活動に要する経費
＊学びの充実に必要な経費

【経常的（持続的）経費】
△消耗品費、△光熱⽔費、△通信費、△賃借料
＊自宅等を使⽤しているケースもあり、切り分け困難

※フリースクール毎の、スタッフ数、開催頻度、利⽤児童⽣徒数の差に配慮が必要

○利⽤料
＊利⽤料以外に会費等を徴収しているケー
スもある

○教材費
＊利⽤料に含まれるケースもある

△通所費（交通費）
＊電⾞・バスは在籍校が認め⼿続きすれば
学割可能
＊保護者による送迎等、様々なケースが想
定される

【支援の概要（案）】
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＜参考＞就学援助制度の概要（文部科学省HPより転載）
（1）就学援助の実施主体
学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を
与えなければならない。」とされています。
（2）就学援助の対象者
a.要保護者

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者（令和3年度 約9万人）
b.準要保護者

市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 （令和3年度 約121万人）
【認定基準は各市町村が規定】
（3）要保護者等に係る支援
.補助対象品目
学用品費／体育実技用具費／新入学児童生徒学用品費等／通学用品費／通学費／修学旅行費／校外活動費／医療費／学校給食費／クラブ
活動費／生徒会費／PTA会費／卒業アルバム代等／オンライン学習通信費



＜参考＞⻑野県内フリースクール運営費（年間収支）の例①
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6 常勤1＋非常勤5 5 非常勤
22 16
0 0

11 15
11 0
0 1

家賃 626,700 駐車場代含む 60,000
光熱水費 51,800 110,000
通信費 122,600 60,000
人件費 527,700 60,000 外部講師謝金
教材費 1,027,400 100,000
交通費 110,900 一部、送迎分も含む 0
その他 168,900 保険料、修繕費、雑費 310,000 食材費、備品、消耗品

2,636,000 700,000
会費 0 95,000
利用料 0 0
その他（寄附・助成金） 828,200 ⺠間助成金等 575,000 ⺠間助成金等

828,200 670,000

▲ 1,807,800 ▲ 30,000

子どもの数（未就学）

・不足分は法人他事業から補填

・スタッフは無償ボランティア
（次の担い手を探すことは困難）
・光熱水費の値上がりが負担
・不足分は他事業（学習塾）から補填

・会費として受領
（500円/回＋200円/時間）

・負担を求めていない（義務教育期間の児童生徒
は無料化して学習権の保障を図っている）

⽉3回／10:00〜15:00週3回／9:30〜16:00（曜⽇で異なる）

支出計

収入計

収入ー支出

収入

活動⽇／時間
その他（高校生年齢）

フリースクール
スタッフ数
こどもの数

子どもの数（小学生）
子どもの数（中学生）

利用料等

収支差について

Ａ（学習支援＋居場所） Ｂ（居場所）

支出

（単位：円）
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10 常勤2、非常勤8 7 常勤4、非常勤3
20 31
0 3
1 16

16 7
3 5

家賃 0 無償貸付 2,245,000 初期費用、⽉々家賃
光熱水費 0 無償貸付 297,000 2軒分
通信費 0 132,000 電話、Wi-Fi
人件費 2,045,000 8万円×12カ⽉ 6,924,000 スタッフ分
教材費 150,000 9万円×12カ⽉ 158,000
交通費 0 660,000
その他 72,000 印刷複合機リース料 11,780 レンタカー、送迎燃料

2,267,000 10,427,780
会費 72,500 500円/⽉額 250,000 新入会員5件
利用料 14,500 他市町村の子ども分 5,928,000 38,000円×13件×12⽉
その他（寄附・助成金） 1,940,500 行政委託金、寄附金 1,128,000 寄附金、相談等

2,027,500 7,306,000

▲ 239,500 ▲ 3,121,780

週5⽇／9:30〜21:00

・赤字分は他事業から補填
・運営代表者の人件費を削減

・代表理事、理事2名の人件費を減額
・赤字分は借入等で対応
・クラウドファンディングによる寄附募集

子どもの数（小学生）
子どもの数（中学生）

週4回／9:00〜15:00

フリースクール
スタッフ数
こどもの数
子どもの数（未就学）

収入計

収入ー支出

Ｄ（学習支援＋居場所）

利用料等

収支差について

その他（高校生年齢）
活動⽇／時間

支出

支出計

収入

Ｃ（学習支援＋居場所）

・会費  500円/⽉額
・利用料 500円/⽇額

・会費  49,900円/年額
・利用料 38,000円/⽉額

（単位：円）＜参考＞⻑野県内フリースクール運営費（年間収支）の例②
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9 常勤3、非常勤6 5 常勤2、非常勤3
25 37
2 0
9 22

13 11
1 4

家賃 1,584,000 350,000 1,000円×350時間
光熱水費 360,000 0 賃借料に含む
通信費 120,000 0 賃借料に含む
人件費 2,400,000 886,000
教材費 240,000 15,640
交通費 360,000 ガソリン代含む 0 ガソリン代含む
その他 0 5,860 保険料

5,064,000 1,257,500
会費 300,000 60,000 年額2,400円×25家庭
利用料 3,600,000 100,000 利用料200円×500時間
その他（寄附・助成金） 0 1,097,000 行政補助金等

3,900,000 1,257,000

▲ 1,164,000 ▲ 500

E（学習支援＋居場所）

⽉〜⼟ 8:30〜20:00

Ｆ（学習支援＋居場所）フリースクール
スタッフ数
こどもの数
子どもの数（未就学）
子どもの数（小学生）
子どもの数（中学生）
その他（高校生年齢）

活動⽇／時間

収入ー支出

利用料等

収支差について

⽕〜金 10:00〜14:00

・人件費は、子どもへの直接支援に関する謝礼
（学習支援、相談支援は１時間あたり2,000円・
その他の支援は1時間あたり1,000円）のみが対象
・その他の事務、連絡調整などは無給

・人件費はカットし、職員の熱意と努力によるボ
ランティア活動で成り立っている
・経済的困難な家庭には会費・利用料とも減額

支出

支出計

収入

収入計

・会費  30,000円/年
・利用料 30,000円/⽉

会費：年額2,400円
利用料：200円/1時間

（単位：円）＜参考＞⻑野県内フリースクール運営費（年間収支）の例③



＜参考＞ 【運営費補助】他⾃治体のフリースクール等⺠間施設への支援の例
自治体 事業名 補助(給付)内容 補助(給付)対象・要件 額・要件

茨城県
（教委）

茨城県フリースクール
連携推進事業費補助⾦
（R5 16,600千円）

・常勤職員の給料、⼿当
・教材や参考図書の購入
費、体験活動に係るバス
借上料
・施設入場料及び外部講
師の謝⾦・旅費

＜対象施設＞
・県内所在
・学校と⼗分な連携・協⼒関係を構築
・在籍校から指導要録上出席扱いと認められる通所者がいる
・個⼈の状況に応じた相談・指導が⾏われている
・指導に必要な職員を複数有している
・週３日以上開設 他

補助率1/2、
補助上限1,000,000 円
（R4実績 10箇所）

福岡県
（教委）

福岡県フリースクール
支援事業補助⾦
（R5 22,000千円）

・職員⼈件費
・講師謝⾦、旅費、
・教材印刷・購入費、
・消耗品費、光熱水費、
通信費、体験活動費・実
習費
・広報費等

＜対象施設＞
・不登校児童⽣徒に対する相談・指導を⾏う
・施設の設置者は、非営利法⼈（除、学校法⼈）
・１年以上の活動実績
・原則、複数の児童⽣徒を受け入れている
・著しく営利本位でなく、入会⾦、授業料等が明確 他

補助率1/2、
補助上限2,000,000円
（R4実績 11箇所）

愛媛県
（教委）

愛媛県フリースクール
連携推進事業補助⾦
（R5 4,443千円）

・常勤職員 １名分 に係
る給料、⼿当
・⽣活困窮等のため授業
料の支払が困難な児童⽣
徒に対して、授業料を減
免した場合の減免額

＜対象施設＞
・県内所在
・児童⽣徒及びその保護者等に対する相談等支援
・施設の運営主体は、法⼈・個⼈を問わないが、安定的な運
営に支障がない程度の財務状況
・個⼈の状況に配慮した計画的な相談・指導等
・在籍校において指導要録上出席扱いと認められている
・著しく営利本位でなく、入会⾦や授業料等の情報提供あり

他

補助率1/2、
補助上限1,000,000円

鳥取県 鳥取県フリースクール
連携推進事業補助⾦
（R5 9,500千円）

・指導員⼈件費
・カウンセラー謝⾦
・活動費（教材・教具の
整備、体験学習・実習
費・講師謝⾦・旅費、保
険料、消耗品費、印刷製
本費、燃料費、通信運搬
費、使⽤料・賃借料）
他

＜対象施設＞
１．県教委「不登校児童⽣徒を指導する⺠間施設のガイドラ
イン」に準拠した施設・活動・料⾦。
２．相談・適応指導などに従事する指導員を置き、指導員は、
児童⽣徒の実員10⼈に対して少なくとも2⼈以上置く。
３．専門的なカウンセリング等を⾏う場合は、⼼理学や精神
医学等、ふさわしい専門的知識と経験を備えた者があたる。
４．普通救命講習Ⅲを受講した職員が、１⼈以上常時配置さ
れている、又は配置される予定。

他

補助率1/2、
補助上限3,000,000円
（R4 4校）
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自治体 事業名 補助内容 補助対象・要件 額・要件

協
調
補
助

鳥取市 鳥取市フリースクール利
⽤料助成事業補助⾦

・通所費（利⽤料）
・通所に係る交通費
・実習費等

フリースクール・教育支援センター（※）を利⽤
する児童⽣徒の保護者（所得制限あり）

※県教委「不登校児童⽣徒を指導する⺠間施設の
ガイドライン」に準拠し「出席の扱いが考えられ
る学校外の施設」として認定されたもの

【通所費（毎月定額分）】
児童⽣徒１⼈ 月額13,200円
【交通費・実習費】

小学⽣3,000円
中学⽣6,000円

＊市内在住者に限る
鳥取県 鳥取県不登校児童⽣徒支

援事業費補助⾦（R5
4,337千円）

同上 市町村又は市町村教育委員会 上記の市町村等の補助⾦支給に
対して、1/2を補助
（R4 6市町村）

＊上記の利⽤料補助の他、鳥取県では県が直接運営費も補助

自治体 事業名 補助(給付)内容 補助(給付)対象・要件 額・要件
茨城県 茨城県フリースクール連

携推進事業費補助⾦
（R5 16,600千円）
＊利⽤料等助成(県直接）

・利⽤（授業）料等 児童⽣徒の保護者
（対象︓⽣活保護世帯、準⽣活保護世帯、住⺠税
非課税世帯）

児童⽣徒１⼈ 月額15,000円
（R3 8⼈）

＜参考＞ 【利⽤料補助】他⾃治体のフリースクール等⺠間施設への支援の例
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２ 運営体制への支援について
①認証フリースクールに対する研修の実施

“学びの自由さや多様性”を尊重しつつ、認証フリースクールとして理解し、実践していただきたい事項について研修を実施

（検討会意見）・フリースクールスタッフのスキルアップ（講座の開催）が必要。
・研修や学習会の受講を条件とすることで資格要件に代えてはどうか。

分野 フリースクールの運営に関するもの スタッフの資質向上に関するもの
研修項目

の例
・「教育機会確保法、不登校支援を巡る国の動向」
・「学びや支援の内容に関する情報公開」
・「伴走（支援）⽅針／計画等の策定」
・「在籍校との連携体制づくり」
・「フリースクールにおける安全管理」 他

・「⼦どもの権利、こども基本法への理解」
・「不登校等の⼦どもとの関わり」
・「保護者への相談対応、関係機関との連携づくり」
・「個性を尊重した学び」
・「発達障がい等への理解」 他

実施⽅法 ①⾏政等による研修の開催 → 既設で研修項目の例を満たす研修は実施されておらず新規実施が必要

②⺠間団体等が開催する研修の受講 → 代替可能な既設の外部研修があれば、受講を推奨（※）

※県・県教育委員会等が主催する研修のうち参加可能なものについては、今後整理・検討

③認証フリースクール同士の横の連携づくり
相互の連携・活動の基盤となるプラットフォームの設⽴等を⾏うケースを想定し、体制構築を後押し

②認証フリースクールの情報公開・情報発信の強化
フリースクール等、多様な学びの場に対する認知の向上や不登校等の⼦どもへの理解促進、認証フリースクールに関する情
報発信の強化（⾏政＋フリースクール）

（検討会意見）・情報発信は一括して県全体で情報を公開 ・現状、フリースクールの情報にアクセスできない

12

④認証フリースクールへの継続的なフォロー
「教育委員会・在籍校との連携促進」、「運営に対するアドバイス」等、認証フリースクールが
継続的に運営していくためのフォローの実施
（検討会意見）・巡回スタッフなど、フリースクールへのサポートを担う人材の配置

・フリースクールや不登校に対する理解の向上

認証フリースクー
ルに対する実施状
況の確認（監査）
等に合わせて実施



＜参考＞「①認証FSに対する研修の実施、④認証FSへの継続的なフォロー」に関する事例
＜事例＞北海道教育庁の取組（HPより転載）

学校・教委育委員会、適応指導教
室の職員、教育相談員、フリース
クール等⺠間施設職員による研
修・会議の開催

事例発表、グループ協議を実施

13
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＜事例＞広島県教育委員会の取組（HPより転載）

■「不登校等児童生徒を支援している団体等との情報共有会」
不登校等児童⽣徒を支援している団体等と市町教育委員会及び広島県教育委員会との情報共有会を開催。
（フリースクール等の不登校等児童⽣徒を支援している団体と市町教育委員会及び広島県教育委員会が不登校等児童⽣徒

に対する効果的な取組について情報共有し，児童⽣徒が安⼼できる居場所づくりの内容や⽅法の充実を図ることを目的）
【対象】︓県内のフリースクール等の代表者等、市町教育委員会担当指導主事等

︓広島県教育事務所及び支所担当指導主事等、広島県教育委員会事務局職員
【内容】〇⾏政説明 「不登校支援センターの取組について」

「フリースクール等との連携に係る市教育委員会の取組について」
〇実践報告 「フリースクールの取組について」
〇協議・交流

(1)「各所属等における取組について」
フリースクール等や市町教育委員会担当者ごとに小グループで交流

(2)「関係機関における効果的な連携の在り⽅について」
地域ごとにフリースクール等，市町教育委員会担当者及び県教育委員会担当者等で小グループで交流

＜参考＞「①認証FSに対する研修の実施、④認証FSへの継続的なフォロー」に関する事例



■⾃然保育研修交流会の開催
１ 趣 旨

県内の自然保育の質を向上させることで、県内で育つ⼦どもが豊かに育つことができるような環境を整備するために
、自然保育研修交流会を開催する。
２ 研修の内容等

【参加者(合計290名)の内訳】
•各信州型自然保育認定団体から１名ずつ … 約270名
•来年度以降の認定を目指す保育所等から１名ずつ … 約10名
•その他自然保育に関わる者等 … 約10名

３ 講師(予定)

15

＜事例＞信州やまほいく(信州型⾃然保育)普及事業の取組

回 時期 会場 ⼈数 内容
１ 令和５年８月頃 飯綱高原ネイチャーセンター 100⼈程度 午前︓講義（2時間）

午後︓グループディスカッション（2時間）
２ 令和５年８月頃 ⻑野県林業総合センター 90⼈程度 体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中⼼（6時間）

講師︓鈴⽊道郎他1名
（信州外あそびネットワーク）

３ 令和５年12月頃 安曇野市豊科交流学習センターきぼう 100⼈程度 午後︓講義（4時間）

回 内容 講師の氏名・所属 内容
１ 講義

グループディスカッション
内田幸⼀ 野あそび保育みっけ 代表 自然保育の実践

野外保育連盟講師ファシリテーター8名 テーマごとのグループディスカッション
２ 体験プログラム 鈴⽊道郎ほか1名 信州外あそびネットワーク 安全管理・野外活動に関すること

３ 講義 太田 光洋 ⻑野県⽴⼤学こども学科⻑ 自然保育に関すること

＜参考＞「①認証FSに対する研修の実施、④認証FSへの継続的なフォロー」に関する事例
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研 修 名 内容 講師

研修１ 自然保育の理論研修（座学）
３時間程度、３回

自然保育の理念や信州型自然保育の実践事
例等について座学により研修を⾏う。

信州型自然保育認定懇談
会構成員（有識者）等

研修２ 自然保育の実践・体験型研修
４時間程度、３回

自然保育の理念や実践、安全管理等につい
て、講師が開催園に出向き、体験型の研修
を⾏う。

森のようちえん又は県内
自然体験関連団体の指導
者等

研修３ 自然保育に係るテーマ自由設定型研修
３時間程度、５回

自然保育の質の向上につながる内容につい
て、園が主体にテーマを設定し、研修を⾏
う。

園が希望し、県が適当と
認めた者

研修４ 自然保育の実践と安全管理研修
７時間程度、８回

県が研修会場として指定する園で研修希望
者を受け入れ、自然保育の理念や実践、安
全管理等について体験型の研修を⾏う。

県指定園の代表者又は保
育者

■⾃然保育専門研修事業
１ 趣 旨

信州型自然保育認定園等が自然保育についての理解や経験を実践的に深めることができるよう、園のニーズに応じた研
修を⾏う場合に、講師の謝⾦及び旅費を県で負担する。

２ 事業の内容
認定園及びこれから認定を予定している園等を対象とした選択型研修
認定園等が自然保育についての理解や経験を深めることができるよう、研修メニューから園のニーズに応じた内容を選択

し研修を⾏う。 ※実施予定19回（ただし、同じ市町村の認定園による合同の開催を含む）

＜事例＞信州やまほいく(信州型⾃然保育)普及事業の取組

＜参考＞「①認証FSに対する研修の実施、④認証FSへの継続的なフォロー」に関する事例



＜参考＞「②認証フリースクールの情報公開・情報発信の強化」に関する事例
＜事例＞埼⽟県・埼⽟県教育委員会の取組（HPより転載）

「
⺠
間
活
動
団
体
・
施
設
」
、
「
市
町
村
の
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
・
相
談
窓
口
」
等
、
多
様
な
情
報
を
発
信 17



＜事例＞京都市・京都市教育委員会の取組（HPより転載）
「市の支援策」、「相談機関の紹介」、「関連イベントの案内」等、地域に根差した情報を発信

18

＜参考＞「②認証フリースクールの情報公開・情報発信の強化」に関する事例
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＜参考＞「③認証フリースクール同士の横の連携づくり」に関する事例
＜事例＞「神奈川県学校・フリースクール等連携協議会」（HPより転載）

＊令和5年度は、神奈川県内33のフリースクール・フリースペースが協議会と連携

【概要】
神奈川県が、不登校児童･⽣徒のために居場所作りを進めるフリースクールやフリースペース等と、学校や教育関係機関
との連携・協働を推進する目的で設置
（協議内容）・学校等とフリースクール等との相互理解の推進に関する事項

・学校等とフリースクール等との連携のあり⽅、及び具体的連携⽅策に関する事項

（協議会委員として参画している学校関係者）
神奈川県教育委員会教育局支援部長
神奈川県教育委員会教育局湘南三浦教育事務所指導課長
神奈川県教育委員会教育局県央教育事務所指導課長
神奈川県教育委員会教育局中教育事務所指導課長
神奈川県教育委員会教育局県西教育事務所指導課長
神奈川県教育委員会教育局県西教育事務所足柄上指導課長
神奈川県県民局次世代育成部私学振興課長
神奈川県立青少年センター青少年サポート課長
神奈川県立総合教育センター教育相談部教育相談課長
横浜市教育委員会事務局指導部人権教育・児童生徒課長
川崎市教育委員会総合教育センター教育相談センター室長
相模原市教育委員会学校教育部青少年相談センター所長
横須賀市教育委員会学校教育部支援教育課長
神奈川県公立小学校長会代表
神奈川県公立中学校長会代表



＜事例＞「滋賀県フリースクール等連絡協議会」（HPより転載）

【活動内容】
●不登校に関する講演会・研修会・フォーラムイベント等の企画および開催
●会員相互の連携・協⼒・情報交換・親睦増進のための諸活動の実施
●不登校に関する各種団体とのネットワークの構築
●不登校についての相談業務
その他、会の目的のために必要な活動について実施してまいります。

【会員について】
〇正会員
フリースクールや不登校の⼦どもをもつ親の会などの運
営に携わる者や学習支援を⾏う者等で、この会の目的に
賛同し入会した者とする。総会において、議決権をもつ。
年会費︓ 個⼈、法⼈、団体 5,000円

〇賛助会員
この会の事業を賛助するために入会したものとする。議
決権なし。
年会費︓ 個⼈ 3,000円 法⼈、団体 5,000円

【設⽴趣旨】
滋賀県内の不登校や⾏き渋りのある児童⽣徒が、多様な学びの選択肢から各々に適
した学びを得て健やかに育つことをより多くの⼒で支援すること、そのために、滋
賀県内において、不登校児童⽣徒等に対しフリースクールや学習支援などを⾏う団
体や不登校の親の会の運営者等が互いに連携し、⾏政等との協働を推進することを
目的とし、2022年5月1日に発足いたしました。

20

＜参考＞「③認証フリースクール同士の横の連携づくり」に関する事例



＜事例＞「愛媛県フリースクール等連絡協議会」（HPより転載）

【設⽴趣旨】
不登校⽣の数は6年連続で増え続けており、2018年には小中学校で16万⼈、不
登校傾向の⼦どもは更にその3倍いると言われています。

学校に⾏けない。⾏きたくない。いろいろな理由で学校に⾏かないことを選択
した場合、日中の⼦どもの居場所は本当に限られています。そうした⼦どもた
ちの学習支援、居場所支援などを⾏う団体（有志）が、連携・協⼒するために、
令和元年秋に発足しました。

今後、愛媛県下の支援団体、⾏政とつ
ながりながら⼦どもたちが健やかに成
⻑することを応援していきます。共に
活動してくださる個⼈・団体の⽅のご
参加をお待ちしております。

【会員の種別及び年会費】
正会員（個⼈・団体）
この会の目的に賛同したフリース
クールや学校外通所施設、フリース
ペース、⼦どもの居場所等の活動を
⾏い、当団体の運営を担うことので
きる個⼈及び団体
個⼈︓ 5,000 円／年
団体︓ 5,000 円／年

賛助会員（個⼈・団体）
この会の目的に賛同して活動を支援
する個⼈及び団体
個⼈︓ 3,000 円／年
団体︓ 5,000 円／年 21

＜参考＞「③認証フリースクール同士の横の連携づくり」に関する事例



３ 認証について
①認証機関・審査等

②‐2 認証フリースクールへの継続的なフォロー（再掲）
「教育委員会・在籍校との連携促進」、「運営に対するアドバイス」等、認証フリースクールが継続的に運営していく

ためのフォローの実施
（検討会意見）・巡回スタッフなど、フリースクールへのサポートを担う人材の配置

・フリースクールや不登校に対する理解の向上 22

②実施状況の確認（監査）等

項目 現時点での想定 留意事項
認証機関 ■⾏政主体か外部機関（人材）による体制とするか

（パターン）Ａ 県
Ｂ 県＋外部有識者
Ｃ 外部機関（第三者機関）への委託等

・事務処理に応じた体制整備
・外部有識者の選定
・対応可能な外部機関の有無

認証審査 ■認証審査における現地確認と運営者ヒアリングを必須とするか
（パターン）A 認証基準に沿って書類審査

B 認証基準に沿って書類審査 ＋ 現地確認、ヒアリング

・現地確認、ヒアリングを通じて、
以降の「監査」と「フォロー」も
含め運営体制への支援につなげる
ことが可能

事前相談 ■事前相談に対しては認証取得を後押しする観点で実施
・認証要件の解説、認証取得に対するアドバイス等、

・事前相談の段階で、現地確認、
ヒアリングを実施することも想定

←実施状況の確認（監査）等は、認証フリースクールに対する継続的な運営支援の観点を持って実施

項目 現時点での想定
実施頻度 （パターン）Ａ 定期確認（監査）（1回程度／2年）、 Ｂ 補助⾦実績報告時に合わせて確認（毎年）
実施体制 （パターン）Ａ 県、 Ｂ 県＋外部有識者、 Ｃ 外部機関（第三者機関）への委託等

＊「認証と監査の機関を同⼀とする」、または「認証と監査の機関を分ける」等の⽅法も想定

■認証・確認（監査）等にフリースクール運営当事者が参画（意⾒反映）することも検討
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＜参考＞補助制度を持つ他県の審査体制等

県名 担当部署 補助⾦申請時 実績報告時
（完了検査）

外部有識者等
の関与 備考

鳥取県
（鳥取県フリース
クール連携推進事
業補助⾦）

⼦育て・⼈財局
総合教育推進課
（知事部局）

・書類審査
＊教育委員会がガイ
ドラインに沿って予
め要件確認（実地確
認）し認定

・書類
＋現地審査

・関与無し ＊県教委：鳥取県版「不
登校児童生徒を指導する
民間施設のガイドライ
ン」の基準を満たした施
設を認定

福岡県
（福岡県フリース
クール支援事業補
助⾦）

⼈づくり・県⺠
⽣活部私学振
興・⻘少年育成
局私学振興課
（知事部局）

・書類審査
＋現地確認

＋ヒアリング

・書類審査 ・⼀部あり
（申請時に私⽴学
校審議会から意⾒
聴取）

＊事前に提出された計画
書の確認を通じて実地確
認＋ヒアリング
＊教育委員会の関与なし
＊出席扱いの児童生徒が
いることの確認は県から
市町村教委へ確認

茨城県
（茨城県フリース
クール連携推進事
業費補助⾦）

学校教育部 義務
教育課 ⽣徒支
援・いじめ対策
推進室
（教育員会）

・書類審査
＋現地確認

＋ヒアリング

・書類審査 ・関与無し ※利用料補助は、フリー
スクールから保護者に出
される通所証明を補助申
請に添付してもらい確認

愛媛県
（愛媛県フリース
クール連携推進事
業補助⾦）

教育委員会事務
局義務教育課
（教育委員会）

・書類審査
＋現地確認

＋ヒアリング

・書類審査 ・「選定審議会」
（有識者4名で構
成）から意⾒聴取

＊有識者は、現地確認、
ヒアリングを実施
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＜参考＞「信州型⾃然保育（やまほいく）」の概要・審査体制等

外部有識者の関与 備考
信州型自然保育認定制度に申請のあった園の新規認定・更新認定にあたり、必要
に応じて現地視察⾏い、県は意⾒を聴取。

＜信州型自然保育認定懇談会＞構成員４名
委員⻑ 上原 貴夫氏（佐久⼤学客員教授） 任期H27.6〜
委 員 碓井 幸⼦氏（清泉⼥学院短期⼤学教授） H27.6〜
委 員 中島 豊氏（佐久⼤学信州短期⼤学部非常勤講師） H29.6〜
委 員 前田 泰弘氏（⻑野県⽴⼤学教授） H30.6〜

信州型自然保育認定制度の検証・評価
に関する検討会議（H30〜31年度）
■検討事項
・認定制度の⼿続き及び運⽤の検証
・自然保育がもたらす効果の評価
■委員 ４名（認定懇談会と同⼀）

項目 類型︓特化型 類型︓普及型
認定の種類 特化型︓屋外での活動をメインとし、⼀日の⼤

半を自然体験活動に充てるタイプ
普及型︓屋外での自然体験活動を⼤切にしつつも、
それ以外のプログラムにも重点を置くタイプ

認定項目 特化型︓24項目 普及型︓22項目

〇団体運営の安定性と透明性からの基準 ４項目
＜例＞・園の設⽴日及び保育を開始した日から２年以上経過していること。

・前年度及び前々年度において、在籍する⼦どもの平均⼈数が６⼈以上であること
〇自然体験活動の計画性及び環境と時間の確保 ３項目
＜例＞・屋外での体験活動が、特化型は週15時間以上、普及型は週５時間以上⾏われていること
〇保育及び自然保育活動の質の担保 ７項目

＜例＞・保育者と在籍する⼦どもの⼈数比及び保育者の資格

【概要】

【審査体制】

【制度創設の経過】
・平成26年度に１年をかけて、保育士や幼稚園教諭の養成課程を持つ県内の短期⼤学、認可を受けている保育園や幼稚園

の代表者、「森のようちえん」代表者などで構成された委員会で検討を⾏い、平成27年４月に認定制度を制定。
・自然保育という分野を⾏政が客観的に評価しようという試みは全国初。


